
入 札 公 告 

 

平成 28年 4月 5日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成 28年度全国高等学校総合体育大会 

島根県実行委員会 会長 鴨木 朗 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 業務名 

平成 28 年度全国高等学校総合体育大会島根県開催競技種目に係る役員等服飾製作

業務  

(2) 業務の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期間 

契約日から平成 28年 8月 8日（月）まで 

納品日時及び数量については、受注者と協議の上、別途、平成 28 年度全国高等学

校総合体育大会会場地市町実行委員会（以下、「市町実行委員会」という。）が指定

するものとする。 

(4) 履行場所 

別紙１「役員等服飾製作予定数量・納品先一覧」のとおり 

(5) 入札方法 

服飾ごとの単価で入札に付する。 

(6) 入札書の記載方法 

消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地

方消費税を含めた金額（１円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨て

るものとする。）を入札書に記載すること。 

 

２ 入札参加者の資格 

(1) 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第

6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 2 号に規定する

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でな



いこと。 

(3) 物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱（昭和 45年島根県告示第 4号）

第 4条の規定による入札参加の認定を受け、入札参加資格者名簿の営業種目の大分

類「６ 図書・教材類」、中分類「(3) 運動用具・レジャー用品」に登録されている

者であること。 

(4) 島根県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 

(5) 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の売買若しくは製造の請負等の指名競争 

入札について指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が満了してい

ない者でないこと。 

(6) 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱（平成 23年島根県告示

第 454 号）に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者

でないこと。 

 

３ 入札手続等 

(1) 担当部局（問合せ先） 

〒690-8502 島根県松江市殿町１番地（島根県教育庁保健体育課内） 

平成 28年度全国高等学校総合体育大会島根県実行委員会 事務局 

電話 0852-22-5926  ファクシミリ 0852-22-6767 

(2) 入札説明書の閲覧期間及び閲覧方法 

平成 28年 4月 5日（火）から同月 15日（金）までの間、平成 28年度全国高等学

校総合体育大会ホームページ（http://www.koukousoutai.com/2016soutai/「島根

県」のページ）へ掲載するのでダウンロードすること。 

(3) 入札書の提出期限等 

日時 平成 28年 4月 27日（水）午前 10時 30分まで ※郵便入札は認めない。 

  場所 島根県松江市殿町 1番地 島根県庁分庁舎 2階 教育委員室 

(4) 開札の日時及び場所 

日時 平成 28年 4月 27日（水）午前 10時 30分から 

場所 島根県松江市殿 1番地 島根県庁分庁舎 2階 教育委員室 

 

４ その他  

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

免除する。 

ただし、入札保証金の免除に関する誓約書を提出すること。 

 

http://www.koukousoutai.com/2016soutai/


(3) 契約保証金 

免除する。 

ただし、契約保証金の免除に関する誓約書を提出すること。 

(4) 入札者に要求される事項 

この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格確認申請書兼誓

約書を３(1)の場所に平成 28 年 4 月 18 日（月）午後 5 時までに提出し、入札参加

資格の確認を受けなければならない。 

なお、当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格のない者が入札したとき、入札者に求められる義務を

履行しなかったとき、その他島根県会計規則第 63 条各号のいずれかに該当すると

きは、当該入札者の入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

要する。（県実行委員会と単価契約を締結） 

なお、契約は、市町実行委員会ごとに締結することし、その要否は、市町実行委員

会の指示による。 

(7) 落札者の決定方法 

島根県会計規則第 62 条の規定により定められた予定価格の範囲内で、５品目の予

定数量に単価を乗じて得た総額において、最低の価格をもって有効な入札を行った

者を落札者とする。 

(8) 再度入札 

再度入札は、1回を限度とする。 

(9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

   


